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第2章 第一種事業の目的及び内容 

 第一種事業の目的 

東日本大震災の経験を経て、わが国では国民全般にエネルギー供給に関する懸念や問題意識がこ

れまでになく広まったため、エネルギー自給率の向上や地球環境問題の改善に資する再生可能エネ

ルギーには、社会的に大きな期待が寄せられている。 

平成 30年（2018年）に閣議決定された「第 5次エネルギー基本計画」では、再生可能エネルギー

を 2030 年のエネルギーミックスにおいて、現在の 15％から 24％に増やし、日本の主力電源の一つ

にすると定められた。また、大半を化石燃料の輸入に頼っているため、僅か 8％のエネルギー自給率

を 25％まで高めることもエネルギー安全保障の観点から目標とされている。また、再生可能エネル

ギーのうち特に風力に関しては、経済性を確保できる可能性があると評価されている。さらに、令

和 2 年（2020 年）10 月 26 日の第 203 回臨時国会の所信表明演説において、菅義偉内閣総理大臣は

「2050 年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち 2050 年カーボンニュー

トラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言している。 

福井県は、平成 7 年（1995 年）に「福井県環境基本条例」（平成 7 年福井県条例第 5 号）を施行

し、「環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築」を目指している。同条例に基づき、環

境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「福井県環境基本計画」（福井県、平成

30年）を定めた。その中で福井県における温室効果ガス排出量の削減目標を「平成 42年度（2030年

度）に平成 25年度（2013年度）比 28％削減」としている。 

また、あわら市においては、北潟湖の自然再生に関する様々な活動の積み重ねを踏まえ、平成 30

年（2018年）11月に自然再生推進法に基づく北潟湖自然再生協議会が発足された。 

本事業は、上記の社会情勢に鑑み、好適な風況を活かし、安定的かつ効率的な再生可能エネルギ

ー発電事業を行うとともに、微力ながら電力の安定供給に寄与すること、地域に対する社会貢献を

通じた地元の振興に資することを目的とする。 
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 第一種事業の内容 

2.2.1 第一種事業の名称 

（仮称）福井洋上風力発電事業 

 

2.2.2 第一種事業により設置される発電所の原動力の種類 

風力（洋上） 

 

2.2.3 第一種事業により設置される発電所の出力 

風力発電所出力     ：最大 350,000kW 

風力発電機の単機出力 ：8,000～14,000kW級 

風力発電機の基数   ：最大 37基程度 

 

2.2.4 第一種事業の実施が想定される区域及びその面積 

1. 事業実施想定区域の概要 

(1)事業実施想定区域の位置 

福井県あわら市の沖合（図 2.2-1 参照） 

 

  (2)事業実施想定区域の面積 

約 2,664ha 
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図 2.2-1(1) 事業の実施が想定される区域（広域）  
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図 2.2-1(2) 事業の実施が想定される区域（空中写真）  

注：空中写真は 2017 年 5 月､10月に撮影したもので

ある。 
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図 2.2-1(3) 事業の実施が想定される区域  
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図 2.2-1(4) 事業の実施が想定される区域（拡大図 1）  
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図 2.2-1(5) 事業の実施が想定される区域（拡大図 2）  
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2. 事業実施想定区域の設定の背景及び今後の方針 

福井県あわら市の沖合を事業実施想定区域に設定した。設定に当たっては、当該海域が好風況

であることを確認し、弊社が地元の漁業協同組合等との協議を開始している背景を考慮した。 

設定した事業実施想定区域の周囲には法令等の制約を受ける場所が存在することから、以降の

手続きにおいて関係機関と事業の実施に関する協議を実施する。また、風力発電機の配置につい

ては、現地調査結果をふまえ環境保全の見地から検討を行う。 

 

(1)風況 

事業実施想定区域及びその周囲の風況は図 2.2-2(1)のとおりである。 

「洋上風況マップ（全国版）」（NEDO：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）

から、高度 80m（平均海面からの高さ）において好風況※が見込まれる。 

 

(2)海底地形の状況 

事業実施想定区域及びその周囲の海底地形は図 2.2-2(2)のとおりである。 

事業実施想定区域の水深は約 30～60mとなっている。 

 

(3)地元との調整状況 

海面漁業権の設定範囲は図 2.2-3のとおりである。事業実施想定区域の周囲には区画漁業権、

共同漁業権の設定範囲が存在するが、区域内には存在しない。 

現時点で、関係するすべての自治体並びに事業実施想定区域の周囲の漁業協同組合と協議を開

始しており、環境影響評価の手続きの開始及び事業計画に関する説明を実施した段階である。 

 

(4)法令等の制約を受ける場所及び今後の方針 

事業実施想定区域の周囲における、法令等の制約を受ける場所は図 2.2-4のとおりである。 

・「自然公園法」（昭和 32年法律第 161号）に基づく自然公園は事業実施想定区域の周囲に存在

するが、区域内に分布していない。 

・「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（平成 14 年法律第 88 号）に基づく

鳥獣保護区は事業実施想定区域の周囲に存在するが、区域内に分布していない。 

・「港湾法」（昭和 25年法律第 218号）に基づく港湾区域及び「漁港漁場整備法」(昭和 25年法

律第 137号)に基づく漁港区域は事業実施想定区域の周囲に存在するが、事業実施想定区域に

は分布しない。 

・「海岸法」（昭和 31年法律第 101号）に基づく海岸保全区域が事業実施想定区域及びその周囲

に分布することから、今後、事業の実施について海岸管理者との協議を実施する。 

  

 

※好風況の条件について、「着床式洋上風力発電導入ガイドブック（最終版）」（国立研究開発法人新エネルギー・産業技

術総合開発機構、2018 年）において、海面上 80m における年平均風速を例として示し、年平均風速が 7m/s 以上の海域

を対象として、その占有面積が大きな海域、あるいは風速階級の高い海域が連なっている海を抽出するのが望ましい

と記載されている。 
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(5)環境保全上留意が必要な場所の確認及び今後の方針 

事業実施想定区域の周囲における、環境保全上留意が必要な場所は図 2.2-5のとおりである。 

・事業実施想定区域の周囲には学校、医療機関、福祉施設及び住宅等が分布することから、事業

実施想定区域はこれらの施設から 1km 以上、極力 2km の離隔※を確保するようにした。なお、

風力発電機の設置位置については、以降の手続きにおいて検討する。 

・藻場は事業実施想定区域の周囲には存在するが、区域内に分布しない。 

 

上記(1)～(5)の設定背景等を踏まえて設定した事業実施想定区域を図 2.2-6に示す。 

 

※「発電所に係る環境影響評価の手引」（経済産業省、平成 29 年）によると、環境影響を受けると認められる地域につ

いて、「対象事業実施区域及びその周囲 1 キロメートルの範囲内の区域であること。」とあり、これを参考にした。 
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図 2.2-2(1) 事業実施想定区域及びその周囲の風況  

「洋上風況マップ」（NEDO HP、閲覧：令和 3

年 2 月）           より作成 

注：平均海面から 80ｍの高度における風速を

示す。 
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図 2.2-2(2) 事業実施想定区域及びその周囲の海底地形 

「海底地形デジタルデータ」（財団法人日本水

路協会、平成 20 年）       より作成 
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図 2.2-3 漁業権の設定範囲  

「海しる 海洋状況表示システム」（海上保安庁

HP、閲覧：令和 3 年 2 月）   より作成 
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図 2.2-4(1) 法令等の制約を受ける場所（自然公園）  

「福井の自然公園」（福井県 HP、閲覧：令

和 3 年 2 月）        より作成 
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図 2.2-4(2) 法令等の制約を受ける場所（鳥獣保護区）  

「令和 2 年度福井県鳥獣保護区等位置図」（福井県、令

和 2 年）、福井県安全環境部 自然環境課へのヒアリング

（実施：令和 3 年 2 月）、「令和 2 年度石川県鳥獣保護

区等位置図」（石川県、令和 2 年）、「鳥獣保護区の存続

期間の更新」（平成 15 年石川県告示第 624 号）、「平成

17 年度 水域生態系保全調査報告書」（財団法人 自然環

境研究センター）            より作成 
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図 2.2-4(3) 法令等の制約を受ける場所（海岸保全区域、港湾区域及び漁港区域）  

「福井県三国土木事務所管内図」（福井県、平成

24 年）、石川県土木部河川課へのヒアリング（実

施：令和 3 年 2 月）、「加越沿岸海岸保全基本計画 

平成 14年 6 月、平成 28 年 7月変更」（石川県）、

「海しる 海洋状況表示システム」（海上保安庁

HP、閲覧：令和 3 年 2 月）      より作成 
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図 2.2-5(1) 環境保全上留意が必要な場所（学校、医療機関、福祉施設及び住宅等）  

「あわら市小学校・中学校一覧」（あわら市 HP)、
「幼稚園（幼保園）・小学校中学校一覧」（坂井市
HP）、「地域医療情報ネットふくい」（福井県 HP）、
「認定こども園一覧（令和 2年度）」（あわら市
HP）、「市内の保育施設（令和 2 年 4 月 1 日現在）」
（坂井市 HP）、「介護事務所・生活関連情報検索」
（厚生労働省 HP）、（各 HP、閲覧：令和 3 年 2 月）          

   より作成 
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図 2.2-5(2) 環境保全上留意が必要な場所（藻場）  

「第 4 回 自然環境保全基礎調査 海域生物

環境調査」（環境庁、平成 1～4 年） 

「第 5 回 自然環境保全基礎調査 海域生物

環境調査」（環境省、平成 9～13 年） 

より作成 
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図 2.2-6 事業実施想定区域  
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3. 複数案の設定等について 

(1)複数案の設定について 

風力発電機を配置する可能性のある範囲を包括するよう、事業実施想定区域を広めに設定して

おり、以降の手続きの中で環境影響の回避・低減も考慮し、必要に応じて区域の絞込みを検討す

る。 

上記のとおり、以降の手続きにおいて事業実施区域を絞り込む予定であり、このような検討の

進め方は「計画段階配慮手続に係る技術ガイド」（環境省計画段階技術手法に関する検討会、平成

25年）において、「位置・規模の複数案からの絞り込みの過程」であり、「区域を広めに設定する」

タイプの「位置・規模の複数案」の一種とみなすことができるとされている。 

また、現時点では発電所の出力を最大 350,000kW（8,000～14,000 kW級を最大 37基設置）とし

ており、形状に関しては普及率が高く発電効率が最も良いとされる 3 枚翼のプロペラ型風力発電

機を想定している。一方、本計画段階において詳細な風況や工事・輸送計画等については検討中で

あり、具体的な風力発電機の配置や構造については、現地調査等も踏まえて検討するため、「配置・

構造に関する複数案」の設定は現実的でないと考える。 

 

(2)ゼロオプションの設定について 

事業主体が民間事業者であること、風力発電事業の実施を前提としていることから、ゼロオプ

ションに関する検討は現実的でないと考えるため、本配慮書ではゼロオプションを設定しない。 
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2.2.5 第一種事業に係る電気工作物その他の設備に係る事項 

1. 発電機 

本計画段階で設置を想定する風力発電機の概要は表 2.2-1のとおりである。 

また、風力発電機の概略図は図 2.2-7のとおりである。 

風力発電機の基礎構造については、現時点では着床式で検討しているが、今後の検討によって

は、浮体式に変更となる可能性がある。 

 

 

表 2.2-1 風力発電機の概要 

項  目 諸  元 

定格出力 

（定格運転時の出力） 
8,000kW～14,000kW 級 

ブレード枚数 3 枚 

ローター直径 

（ブレードの回転直径） 
最大 222m 程度 

ハブ高さ 

（ブレードの中心の高さ） 
平均海面より最大 160m 程度 

最大高さ 

（ブレードの最高到達点） 
平均海面より最大 270m 程度 

基礎構造（想定） 着床式または浮体式 
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図 2.2-7(1) 風力発電機の概略図（着床式（モノパイル式）） 
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「NEDO 再生可能エネルギー技術白書（第 2 版）」（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発

機構、平成 26 年）                                               より作成 

 

図 2.2-7(2) 風力発電機の概略図（着床式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「NEDO 再生可能エネルギー技術白書（第 2 版）」（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発

機構、平成 26 年）                                               より作成            

図 2.2-7(3) 風力発電機の概略図（浮体式）  
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2. 変電施設 

設置位置、構造等の詳細は現在検討中である。 

 

3. 送電線 

設置位置、構造等の詳細は現在検討中である。 

 

4. 系統連系地点 

現在検討中である。 

 

 

2.2.6 第一種事業により設置される発電所の設備の配置計画の概要 

1. 発電機の配置計画 

本事業の風力発電機の配置は現在検討中であるが、図 2.2-1に示した事業実施想定区域内に設

置する計画である。 

風力発電機の基数については連系線の容量により決定されることとなるが、本計画段階では総

発電出力は最大 350,000kW を想定しており、この場合の基数は表 2.2-2 のとおり最大 37 基であ

る。 

 

表 2.2-2 風力発電機の出力及び基数 

項  目 諸  元 

単機出力 8,000～14,000kW 級 

基数 最大 37 基 

総発電出力 最大 350,000kW 
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2.2.7 第一種事業に係る工事の実施に係る期間及び工程計画の概要 

1. 工事計画の概要 

(1)工事内容 

風力発電事業における主な工事の内容を以下に示す。 

・基礎工事 

・風力発電機設置工事（風車輸送含む。） 

・電気工事：送電線工事（海底ケーブル敷設工事）、所内配電線工事、変電所工事、建屋・電気

工事、試験調整 

 

(2)工事期間の概要 

工事期間は以下を予定する。なお、営業運転開始は令和 10 年度（2028 年度）を予定している。 

建設工事期間 ：着工より 1～24か月 

（令和 8年度（2026年度）～令和 9年度（2027年度））を予定） 

営業運転開始 ：着工より 25か月目（令和 10年度（2028年度）を予定） 

※上記の期間のうち、海上の荒天が想定される冬季の建設工事は休工である。 

 

(3)工事工程の概要 

主要な工事工程の概要は表 2.2-3のとおりである。 

 

表 2.2-3 主要な工事工程の概要 

項  目 期間及び工程 

1．基礎工事 着工より 1～24 か月（予定） 

2．風力発電機設置工事（風車輸送含む。） 着工より 1～24 か月（予定） 

3．電気工事 着工より 1～24 か月（予定） 

 

(4)輸送計画 

本計画段階では、風力発電機を海上輸送する計画であるが、輸送ルートは未定である。ただし、

今後の検討により、陸域に一時的に仮置きする可能性があるが、具体的な輸送ルート及び場所は

未定である。 
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2.2.8 その他の事項 

1. 事業実施想定区域内及びその周囲における他事業 

事業実施想定区域内及びその周囲における他事業は、表 2.2-4及び図 2.2-8のとおりである。 

本件の事業実施想定区域は以下の 2件とエリアが重複または近接している。 

・（仮称）あわら沖洋上風力発電事業（中部電力株式会社、北陸電力株式会社、株式会社 OSCF） 

・（仮称）福井県あわら沖洋上風力発電事業（電源開発株式会社） 

しかし、本事業は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法

律」（平成 30年法律第 89号）に則って進める事業であるため、事業実施想定区域が促進区域に指

定された場合には、同エリアに複数の事業者が混在することはない。  

 

表 2.2-4 事業実施想定区域の周囲における他事業 

事業名 事業者名 発電所出力 備考 

あわら北潟風力発電所 株式会社ジェイウインド 
20,000kW 

（2,000kW×10 基） 

・稼働中 

・稼働開始：平成 23 年

(2011 年)2 月 

三国風力発電所 日本海発電株式会社
 8,000kW 

（2,000kW×4 基） 

・稼働中 

・稼動開始：平成 29 年

(2017 年)1 月 

（仮称）あわら沖洋上

風力発電事業 

中部電力株式会社 

北陸電力株式会社 

株式会社 OSCF 

最大 200,000kW 

（8,000～12,000kW×最大

20 基） 

・令和元年(2019 年)9 月 

配慮書 

（仮称）福井県あわら

洋上風力発電事業 
電源開発株式会社 2 

最大 350,000kW 

（9,500～12,000kW×最大

37 基程度） 

・令和元年(2019 年)11 月 

配慮書 

（仮称）国見風力発電

事業 

日本風力エネルギー 

株式会社 

50,000kW 

（4,300kW 級×最大 13 基） 

・令和 2 年(2020 年)1 月 

方法書 

（仮称）あわら風力発

電事業 

日立サステナブルエナジ

ー株式会社 

最大 21,000kW 

（最大 4,200kW×最大 5 基） 

・令和 3 年(2021 年)1 月 

方法書 

「環境アセスメント環境基礎情報データベース」（環境省 HP、閲覧：令和 3年 2 月） 

「環境影響評価情報支援ネットワーク」（環境省 HP、閲覧：令和 3 年 2 月） 

より作成 
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図 2.2-8 事業実施想定区域内及びその周囲における他事業 

「環境アセスメント環境基礎情報データベ
ース」（環境省 HP、閲覧：令和 3 年 2 月）、
「環境影響評価情報支援ネットワーク」（環
境省 HP、閲覧：令和 3 年 2 月） 

より作成 
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